
総合科学技術・イノベーション会議有識者議員懇談会［公開議題］ 

議事概要 

○ 日 時 令和８年１月１５日（木）９：５９～１０：２８ 

○ 場 所 中央合同庁舎第８号館６階６２３会議室 

○ 出席者 宮園議員、伊藤議員、梶原議員、佐藤議員、菅議員（Ｗｅｂ）、鈴木議員、 

波多野議員、光石議員 

（事務局） 

濱野事務局長、井上統括官、福永統括官、木村事務局長補、恒藤審議官、 

川上審議官、原審議官、岩渕参事官 

宇野総理補佐官（Ｗｅｂ） 

松本外務大臣科技顧問、大野経産大臣科技顧問、小安文科大臣科技顧問（Ｗ 

ｅｂ）、藤吉文科省サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官 

引原京都大学理事・副学長、大隅日本学術振興会理事（Ｗｅｂ）、 

村山京都大学教授（Ｗｅｂ）、林科学技術・学術政策研究所データ解析政策

研究室長（Ｗｅｂ）、赤池参事官、土井文科省研究振興局学術情報基盤室長 

○ 議題 オープンサイエンスの進捗状況について

○ 議事概要

午前９時５９分 開会 

○岩渕参事官 それでは、定刻となりましたので、木曜会合を開催いたします。

本日は、オンラインで菅議員が御出席となります。

それでは「オープンサイエンスの進捗状況について」、宮園議員より進行をよろしくお願いい 

たします。 

○宮園議員 どうもありがとうございます。

本日は、外部有識者として京都大学の引原隆士理事・副学長に御参加いただいております。

また、日本学術振興会の大隅典子理事、Ｇ７オープンサイエンスワーキンググループの共同議

長を務めておられます京都大学の村山泰啓教授、科学技術・学術政策研究所より林和弘室長に

もオンラインで御参加を頂いております。さらに、文部科学省学術情報基盤室より土井室長に
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参加いただいております。 

 まず、内閣府、赤池参事官より、本議題の内容について御説明を頂きます。 

 それでは、赤池参事官、よろしくお願いいたします。 

○赤池参事官 統合戦略グループ参事官、赤池でございます。 

 本日は、オープンサイエンスの進捗状況の御報告をさせていただきます。第６期科学技術・

イノベーション基本計画でオープンサイエンスが重要事項として定められており毎年進捗を御

報告させていただいております。 

 ２ページでございます。第６期の科学技術・イノベーション基本計画においては、データ駆

動型研究とオープンサイエンスを推進しており、特に政府として学術論文及び根拠データのオ

ープンアクセスと、より広い研究データの管理・利活用の二つの大きな柱として取組を進めて

きています。本日はこの二つの両面について御説明をさせていただきます。 

 オープンサイエンスの潮流というのは非常に進んでいまして、特に欧州、それからＯＥＣＤ、

アメリカなどで進められています。２０２２年８月に学術論文と根拠データに関する即時オー

プンアクセスの方針をＯＳＴＰが策定しており、その翌年、日本でＧ７科学技術大臣会合があ

り、その後、国内措置として様々なことをやっております。 

 ３ページです。公的資金による学術論文等のオープンアクセスと研究データの管理・利活用

の関係性は、広い意味での研究データの中に学術論文及び根拠データがあるということです。

研究データというのは政府の考え方としてはありとあらゆるもの、電磁的な形態により管理可

能なもの、研究ノート、メモということ全てです。そのうちの学術論文、根拠データは一つの

部分手法として考えています。 

 全体の研究データに関しては、令和３年に公的資金による研究データの管理・利活用に関す

る基本的な考え方を統合イノベーション戦略推進会議で決定しています。また、学術論文とそ

の根拠データについて学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針として、政

府の基本方針を決めているところです。この二つの統合イノベーション戦略推進会議決定の方

針を基にオールジャパンとして取り組んでいます。 

 まず先に、論文等のオープンアクセスについての進捗状況を御報告します。４ページです。

購読料等の高騰はアカデミアの中では非常に大きな問題となっており、規模の大きいグローバ

ルな学術出版社がその論文の出版を寡占している状態にあり、上位３社で海外ジャーナル購読

支出の約５０％を占めています。 

 そのようなこともあり、論文の方は購読料と、個別の論文を出版する際の費用（ＡＰＣ）の
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両方のお金がかかるのですが、購読料が上がり、さらにオープンアクセス公開掲載料（ＡＰＣ）

の方はさらにものすごい勢いで上がってきております。本来は購読料が安くなって公開掲載料

に移っていくべきところですが、両方で今二重に高くなっているのが現状です。これは非常に

アカデミアにとって大きな問題であり、これまでも政府として取り組んできたところでござい

ますが、先ほど述べた令和６年２月に策定した基本方針では、三つの理念で具体的な政策を進

めています。 

 基本方針における一つ目の理念は、国民への研究成果の還元です。ファンディングエージェ

ンシー経由や大学の運営費交付金など様々な資金が購読料等に充てられていますが、結局のと

ころ国費ですので、国民への還元、それから地球規模課題の解決に貢献しますというのが１番

目。 

 二つ目として、国全体の購読料及びオープンアクセス掲載料の総額の経済的負担の適正化で

す。一部の経費だけ安くしてもらっても仕方ないわけでして、結局トータルとして安くして適

正化していく必要があると。 

 それから三つ目、我が国の研究成果の発信力の向上です。この三つの理念の全体最適を果た

すという考え方になっています。 

 これらには大きなトレードオフがありまして、研究成果の発信力の向上を目指すのであれば

国費を投入してＡＰＣに充てられる資金をどんどん高くすれば当然論文の発信力が強化されま

すが、それでは、財政や研究の効率的利用という点で問題があります。 

 様々なトレードオフがありますので、これを政策パッケージとしてやる必要があり、三つの

理念を整合的に実現するということになっています。 

 具体的な政策として、公的資金による学術論文等の即時オープンアクセスの実施として、公

的資金による研究の成果に関して、学術論文や根拠データをオープンにすることを義務付けて

います。具体的には、科研費、それから戦略的創造研究推進事業、それから創発的研究支援事

業に関しては２０２５年度の新規公募分から即時オープンアクセスを義務付けることを各ＦＡ

経由で研究者にお願いしています。よく誤解があるのですが、２０２５年の新規公募分からで

すので、今年度、公募された研究費で研究を行い学術論文として成果が出たその学術論文等に

ついて即時オープンアクセスすることを義務付けるものです。 

 一方で、これだけだと政策として完結しませんので、グローバルな学術出版社等との交渉と

いうものを入れています。これは従来のヨーロッパで盛んに行われてきましたが、個別の大学

あるいは研究機関ではなくて、集団でバーゲニングパワーをもって交渉するということであり
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ます。 

 三つ目が研究成果発信のための研究データ基盤システム、これはシステムを整備することを

通じて、いわゆる論文だけに頼らない発表手段を確保するという、国全体としてのバーゲニン

グパワーを持つという意味でやっています。 

 一般的にはオープンアクセス掲載公開料（ＡＰＣ）を支払うことで出版者版論文をオープン

にすることをゴールドＯＡ、出版者版論文の代替物（著者最終稿）を大学等の機関リポジトリ

（研究成果の保管・公開プラットフォーム）等に掲載して公開することをグリーンＯＡという

ような言い方をしていまして、これの両面が大事だということになっています。 

 ５ページ目は今申し上げたことを少し詳細に書いているところでございます。 

 現在、特に出版社との交渉ですが、６ページにありますとおり、ここ数年かなり進展してき

ています。基本方針には学術プラットフォーマーに対する大学等を主体とする集団交渉の体制

構築を支援ということで明示しております。学術出版社と大学や研究機関との契約は民事契約

で、大学や研究機関自身が契約の主体でありますが、これがオールジャパンの取組として交渉

力を持つように国として集団交渉体制の構築を支援しますということとなっています。 

 これもＧ７、それから実際の基本方針の策定を踏まえて、交渉を行うためのチーム（ＯＡＳ

Ｅ）が発足しています。交渉チームにつきましては東北大学に事務局をやっていただいて、２

０２４年に主に主要研究大学の集団交渉として突破口を開くということで交渉を始めてきてい

ただきました。これで一定の成果はありました。 

 ただ、いろいろな問題があり、まず集団交渉に参加する大学・研究機関の数が足りないとい

うことです。もう一つは、コミットメントで、出版社から見たときには、買ってくれる約束を

してくれるから安くなるという当たり前の話です。おそらく後者はいわゆる体制の問題とか契

約方式の問題と強く関係しています。日本では従来から個別の大学、研究機関が個別に契約を

してきており、これを何とか一体的にまとめていきたいという大きな方向性はありますが、そ

れぞれの事情がありますので、これをステップバイステップでなるべく統合していくというこ

とが進められています。 

 一つ目の大学・研究機関の数を増やすというところについては２０２５年かなり頑張ってい

ただきまして、今１８３機関まで集まってきております。それで、幹事会を組織して、各機関

の経営陣のコミットメントという点で、理事・副学長等に入っていただいて集団交渉の体制を

検討していただいております。 

 今年もう早速幾つかの出版社との交渉は開始しておりますが、二つタスクがあって、一つは
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今の直近の交渉をどうするかというタスクと、もう一つは、将来の契約やその体制の在り方を

検討すること、これらをタスクとして分けて検討いただいています。前者については、とにか

く一枚岩ということですので、今まで大学図書館コンソーシアム連合（ＪＳＵＴＩＣＥ）やこ

こで挙げたＯＡＳＥなどがいろいろな交渉をやってきましたが、日本として少なくともワンス

トップの窓口として交渉するということで体制をつくって交渉を開始したところでございます。

将来の契約やその体制の在り方につきましては、幹事会又はその下に置くワーキンググループ

で方針について検討していくということになっています。 

 あと、事務局体制につきましても、東北大学にお願いしていたのですが、オール１８３機関

で支えていただくような体制に今から組織を動かしているところでございます。それからあと

大事な話として、大学だけではなくて、研究開発法人も含めて入っていただいていまして、そ

れらを含めて１８３機関となっています。 

 以上がオープンアクセスでございます。 

 次に研究データの管理・利活用についてです。７ページです。ＮＩＩに研究データ基盤シス

テムであるNII Research Data Cloudがあり、第６期科学技術・イノベーション基本計画では

これを中核的なシステムとして、研究データの管理・利活用を推進していく体制を整えるとい

うことを記載しています。 

 研究データの管理については割り切りをしており、情報として魅力があるのはいわゆる生デ

ータだとか実験データとか観測データとか、あるいは画像データ、というものですが、そこに

いく前に、まず誰がどういうデータを持っているというタグ（メタデータ）をしっかりつけて

もらいましょうというところをまず５年間でしっかりやることとしています。 

 研究データは非常に有象無象のものがありますので、その中で組織のポリシーや研究資金の

性格から管理対象データを決めていただき、それにメタデータをつけていただく。それを大学

等機関リポジトリ、あるいは大学の機関リポジトリに連携したＮＩＩのＲＤＣの下で検索可能

にする。これもいきなり生データというよりも、メタデータで誰がどういうデータを持ってい

るかということの検索可能な状態にしましょうというところをまず目標としています。 

 ではどうやって推進するかですが、ＳＩＰやムーンショットなどのプログラムで連携し、そ

こから、さらにいろいろな研究費に広げようという形でやってきたところです。 

 どこまで５年間で進めたかということですが、大きく二つの目標を掲げていました。一つ目

は、組織的な取組として、しっかり組織のデータポリシーを策定していただくということをお

願いしてきました。施策を開始したときデータポリシーを定めていた大学は片手で数えるぐら
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いしかなかったのですが、２０２５年までに法人におけるデータポリシーの策定率１００％と

いう目標に対して、国立大学は５４機関、大学共同利用機関は全て、国立研究開発法人は全て

という状況となっています。残念ながら１００％まで至っておりませんが、かなり進めていた

だいたというように理解しています。 

 二つ目ですが、先ほど申し上げたように、公募型の研究資金の新規公募分において、ＤＭＰ

（データマネジメントプラン）及びこれと連動したメタデータ付与の仕組みを導入していくと

いうことを行っており、ムーンショット、ＳＩＰ、それからそのほかの研究費に広げるという

ことで進めています。ムーンショット、ＳＩＰについては内閣府の関与が強いものですので基

本的に同仕組みを入れていただいて、そのほか大きなものとしては科研費だとか、あとＪＳＴ

が所管している経費やＡＭＥＤが所管している経費の大半は入っており、１５０件のうち１１

５制度まで導入していただいている状況です。導入されていないものはかなり特殊なものでし

て、これ以上増やすのはなかなか難しいということで、１００％には至っていませんが、この

程度ということでございます。 

 そのほか様々な参考指標もお示ししているところでございますが、着実に実施しているとい

うことです。 

 あと、ムーンショットを試行的にデータマネジメントの先行プログラムとして位置づけてや

っておりますが、最初当然ゼロだったのですが、今２，０８８件のメタデータが付与されてい

る状況です。メタデータはもちろん粒度感もいろいろ分野によっても違いますので単純に数え

られるものではありませんが、２，０８８件で、公開２９５件、共有１，１６１件、非公開６

３２件の管理をしていただくところまできたというところです。 

 ９ページです。先ほど申し上げた中核的なシステムであるNII Research Data Cloudです。

これは機関リポジトリと連動したシステムで、様々な指標がありますが、例えば管理基盤であ

るGakuNin RDMの利用機関数は非常に増えていますし、あと公開基盤であるJAIRO Cloudの利用

実績も増えています。あと、検索基盤であるCiNii Researchの利用実績も、いずれも増えてい

る状況でございます。 

 １０ページです。ここまできて次の課題としては、ＡＩ時代にどう対応をするかということ

で考えていまして、現在策定に向けた検討を行っている第７期の科学技術・イノベーション基

本計画においてAI for Scienceという項目をつくり、この中を支える基盤としてこれらの取組

を位置づけています。先ほどメタデータをつけて何とか研究者が研究データ管理をするという

文化を根付かせるというところまで一定程度できたと思いますので、これをＡＩ時代において
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どうやって活用していくか、民間企業なども含めてということが課題になってきているとの認

識です。 

 私からは以上でございます。 

○宮園議員 どうもありがとうございました。 

 それでは、議員の皆様からコメント、御質問があればお願いいたします。いかがでしょうか。 

○光石議員 御説明ありがとうございました。 

 ２点あります。３ページに公的資金による研究データの管理・利活用とあります。これは金

額としてはどれぐらいの範囲がカバーできているのでしょうか、予算は十分なのかそうでもな

いのかというところが一つです。 

 次に、８ページで、機関リポジトリで国立大学が半分強といったところと思います。これで

できてないところの障壁は何かということです。それから、私学も幾つか予算化されて支援が

されているのではないかと思います。状況はいかがでしょうか。 

○赤池参事官 まず１点目につきまして、全体のうちのどれぐらいというのは、全体をカウン

トするのは非常に難しいものですので、今どれだけ増えていますかというところを先ほど説明

したところです。全体のうち、どのぐらいかというのはまた別のカウントの仕方で考えるしか

ないかなということで、研究データの範囲が非常に広いため、大変恐縮ですが、こういうもの

が増えているということをお答えするのは難しい状況です。 

 それからもう一つの点につきましては、これも主に国立大学については文科省も割としっか

りフォローしているところです。ただ私立大学の状況については、幾つかの私立大学は熱心だ

と聞いていますが、全体像を私の方で承知しておらず、有識者の先生、あるいは文科省からフ

ォローしていただければと思います。 

○大隅理事 先ほどの資料の６ページにまとめていただいた点についてですが、ＯＡＳＥの活

動につきまして、これまで代表を務めておりましたので、少し補足をさせてください。 

 ２０２６年の契約に向けた交渉に関しましては、三つの出版社、Wiley、Springer Nature、

それからTaylor & Francisというところと行いました。それぞれ大体１月、２月ぐらいから

８月、９月ぐらいにかけて交渉を行ったわけですが、ＯＡＳＥの交渉により、価格の上昇

率につきましては前年よりも抑制することができ、なおかつＯＡ出版枠の拡大ということ

を転換契約によって実現するということが今回できたかなというように思っております。

先ほど赤池参事官のお話にありました１８３機関、そういったところが御賛同いただいて

いるということは、やはり一定の力になったのではないかというように私としては評価し
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ております。 

 また、このＯＡＳＥの取組というものは研究者とそれから図書館というこれまで少し分断さ

れていたセクターが共同するということによって多様な視点から交渉を進めるということで一

定の効果があったというようにみなしております。 

 今後ですが、継続的な交渉を一枚岩で行わなければいけないということで、その略称が使わ

れるかどうかは分かりませんが、ＯＡＳＥ＋（プラス）というような呼び方で、ＪＵＳＴＩＣ

Ｅという大学図書館コンソーシアム連合の方とも密な連携を取りながら、今後の交渉も進めて

いくという形と伺っております。 

 私は学振の理事を１０月から拝命いたしまして、少し違った立場になっております。ＯＡＳ

Ｅ＋の方の活動につきましては、これまでもずっとＯＡＳＥに関わってくださっていました前

筑波大学の研究担当理事の、重田先生を代表として進めていただくということ。また、全体的

な協議に関しましては、幹事会をつくって進めてくださっていると思いますので、またどうぞ

よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○光石議員 まだお答えいただいていない公的資金が足りているのか足りていないのかという

点を説明頂ければと思います。また、機関リポジトリは国立大学でもできていないところがあ

りますが、それができない障壁は何なのでしょうか。 

○赤池参事官 まず障壁の方から申し上げますと、大学に関していうと、研究者の自由に研究

を活動されたいということと、それとやはりマネジメントとして管理したいという、その両面

を調整するのが大変だという声をよく聞きます。もう一つは、先ほどのお金が足りているとい

う意味では、まずそのためのシステムと、それからそれを運用する人材と、あとはやはりメタ

データをつける、いわゆるデータキュレターというような人材を確保していくということも大

事ですので、こういうところは大学の体制として非常に大きな問題であるという認識をしてい

まして、次のステップかと思います。 

○引原理事・副学長 先ほど御質問ありました機関リポジトリで対応できていないところにつ

いてご説明します。従来図書館が機関リポジトリを構築することをやってきたのですが、中小

といいますか、かなりの数の大学は図書館が非常に貧弱になっているというか、非力になって

きて人員が確保できなく、研究推進部門がそれに対応するということになってきています。そ

の結果、リポジトリの維持管理ができなくなってきています。そのため研究データは今

GakuNinの方で吸収できるように進めているわけですが、やはり研究推進部門と図書館部門で
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データあるいはオープンアクセスに対する考え方が全然違いますので、その点でやはりコンセ

ンサスが取れていない部分というのがあると思います。 

○光石議員 そうすると、コンセンサスを得るのがある意味では障壁になっているということ

も一因としてはあるのでは。 

○引原理事・副学長 はい、近場の大学などで調べてみますと、研究推進部門はどちらかとい

うと研究者がどの論文を出しているかというデータが欲しいというような評価目的のことが多

いですが、リポジトリ自身はオープンアクセス、オープンデータの方向に動いています。これ

は少し違う話です。ですから、大学として統括したものの考え方ができていないためにそうい

うようになっていると思います。 

○光石議員 ありがとうございました。 

○宮園議員 インパクトファクターなどが随分注目されていたのですが、ＤＯＲＡに署名する

など、日本のアカデミアはインパクトファクター偏重主義からは脱しようとしています。それ

から、アーカイブですが、アーカイブをプレプリントサーバーでデータを早めにデポジットし

ようということで、日本でもＪＳＴでJxivというのができまして、是非これを皆様にも広く周

知していただいて活用していただければと思います。まだまだ数が少ないのですが、こういっ

たプレプリントサーバーを準備していただいておりますし、先ほどのデータのリポジトリに関

しましてもＮＩＩで対応していただいており、広く広報していくことが重要かと思います。 

 また、私が理化学研究所におりましたときに聞いたことですが、数学の先生はネイチャーに

論文を出すことは全く興味がなく学会で発表することが大事だということで、そういった研究

者の考え方、それから評価の仕方についてもこれからまた私たちも全体で対応していく必要が

あるのではないかと思います。 

 いずれにしましても、オープンアクセスのジャーナルの中には、１回発表しようと思うと１

００万円以上必要となってしまうものもあり、科研費の基盤研究Ｃでは払えないくらいの金額

が論文発表だけで取られてしまうため、きちんと対応できるように今後議論を進めていただけ

ればと思います。 

○岩渕参事官 それでは、公開議題は以上となります。ありがとうございました。 

 

午前１０時２８分 閉会 

 


